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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「世界の人びとの”いのち”と”くらし”に貢献します」というグループ理念のもと、「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通して、世
界の人びとに新たな価値を提供し、社会的課題の解決を図っていくことをグループビジョン（目指す姿）としています。そのうえで、イノベーションを
起こし、多様な事業の融合によりシナジーを生み出すことで、社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。その
ために、事業環境の変化に応じ、透明・公正かつ迅速・果断に意思決定を行うための仕組みとして、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンス
の在り方を継続的に追求していきます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則１－４]（政策保有株式の保有及びその議決権行使の基準）

　当社は、純粋な投資目的以外の目的で保有する株式（政策保有株式）の保有とその議決権行使に関して、以下を方針とします。

１．当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、事業・業務提携、資金調達、取引関係の維持・強化等経営戦略の一環とし
て、必要と判断する企業の株式を保有します。

２．個別の政策保有株式については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、保有目的、合理性を毎年定期的に取締役会
で検証します。合理性の検証では、資本コスト等を参照の上、総合的に判断します。

　なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断される株式については、当該企業の状況を勘案したうえで、削減を進めます。

３．政策保有株式の議決権の行使については、当社及び投資先企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか等を総
合的に判断し、行使します。

[原則１－７]（関連当事者間の取引に関する手続きの枠組み）

　当社は、会社法及び当社取締役会規程に従い、当社と取締役との利益相反取引について取締役会の承認を要し、当該取引の状況等に関して
取締役会に報告することとしており、今後も維持・継続していきます。

　また、当社又は当社グループと取締役又は取締役が実質的に支配する法人との取引の有無及び内容について定期的にチェックしており、今後
も維持・継続していきます。

　なお、主要株主との間での取引が万が一発生した場合でも、その取引の重要性や性質に照らし、当社に不利益にならない手続きを確保していき
ます。

[原則２－６]（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

　当社の企業年金基金が運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、財務部門より資産運用の専門能力・知
見を有した人材を運用執行理事及び運用担当として配置し、外部の年金コンサルタントからの助言を活用しながら、運用に取り組んでいます。ま
た、企業年金基金では、資産運用の基本方針・ガイドラインを定めており、それらを運用受託機関に交付した上で、資産運用委員会において運用
状況のモニタリングを随時行っております。

[原則３－１]（情報開示）

（１）企業方針・経営方針

　当社ホームページの企業方針及び経営方針のページをご参照ください。

（企業方針）

　https://www.asahi-kasei.com/jp/company/vision/

（経営方針）

　https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/initiative/

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

「基本的な考え方」については、本報告書の「１．１．基本的な考え方」に記載のとおりです。

（基本方針）

１．株主の権利・平等性の確保

　当社は、株主の権利を実質的に確保するために適切な対応を行うとともに、外国人株主や少数株主に配慮し、権利行使に必要な情報を適時・
適確に提供することをはじめ株主の権利行使に係る適切な環境を整備していきます。

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　当社は、「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通して、世界の人びとに新たな価値を提供し、社会的課題解決を図っていくことをグ
ループビジョン（目指す姿）としており、各ステークホルダーとの適切な協働に努めます。

３．適切な情報開示と透明性の確保

　当社は、様々なステークホルダーに向けて、財政状態や業績等の財務情報とともに、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の
非財務情報について、法令に基づく開示はもとより、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組んでいきます。

４．取締役会の責務

　当社取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率



等の改善を図るため、経営戦略の大きな方向性を示し、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当
社の経営の監督を実効的に行っていきます。

５．株主との対話

　当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。

（３）取締役報酬決定方針

本報告書の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

（４）経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続

　経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる
委員とする指名諮問委員会を設置し、その助言を得ることにしています。同委員会は、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等について検討す
るとともに、在任中の取締役については報酬諮問委員会の評価も踏まえ、業務執行状況を適宜検討した上で、取締役会に助言しています。

　なかでも、取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当
領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を
踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としてい
ます。

　監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者 を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必

須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。

（５）取締役・監査役候補の指名についての説明

　当社は、定時株主総会の招集通知において、取締役及び監査役候補者の選任を提案する際、取締役・監査役候補者各々の指名理由を記載し
ます。

　（株主総会招集通知等）

　　https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/stock_information/meeting/

[補充原則４－１－１]（経営陣に対する委任の範囲の概要）

　当社は、法令に従い取締役会の決議事項とすることが定められている事項並びに重要性及び性質等に鑑みて定めた当社及び当社グループに
関する事項を取締役会の決議事項と定めるとともに、グループ決裁権限規程において、経営計画に関する事項、投融資に関する事項、資金調
達・資金管理に関する事項、組織及び規程に関する事項、研究開発及び生産技術に関する事項等についてきめ細かな決裁基準を設けて、経営
会議、事業会社に対して権限委譲しています。

[原則４－９]（社外役員に関する独立性判断基準）

　当社は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場
で職務を果たしうることを確認します。

１．　当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)または過去10年間にこれに該当した者

２．　当社グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が当社グループである者)又はその業務執行者

３．　当社グループの主要な取引先(当該取引先による当社グループへの支払いが当社の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、当社
連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者

４．　当社からの役員報酬以外に、当社グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者

５．　当社グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者

６．　当社グループの主要株主(当社の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

７．　当社グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者

８．　当社グループの会計監査人又はその所属者

９．　過去３年間、上記２から８のいずれかに該当した者

10．　上記１から８のいずれかに該当する者の近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)

ただし、上記１から３、５から７の「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする

[補充原則４－１１－１]（取締役会の多様性及び規模に関する考え方）

　当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、多様な事業を営む当社グループの業務執行を監督・監査しうるに足る
取締役個々の経験、専門性、資質等を踏まえ、知識・経験・能力等の多様性を考慮して取締役会の構成を考えています。また、活発で実質的な議
論が取締役会で行えるように、取締役の員数を１２名以内とすることを定款において定めています。

　なお、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、当社として最適な取締役会の構成及び規模についての検討に参画頂き、助言
を得ることにしています。

[補充原則４－１１－２]（取締役及び監査役の兼任状況の開示）

　当社の取締役は原則として当社以外に４社以上の上場会社の取締役を兼任できない旨の基準を定めています。取締役・監査役の他の上場会
社役員の兼任状況につきましては、当社ホームページ掲載の第１２９期定時株主総会招集通知７から１８頁及び３２頁の記載のとおりです。

　（株主総会招集通知等）

　　https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/stock_information/meeting/

[補充原則４－１１－３]（取締役会の実効性の分析・評価とその結果概要の開示）

当社取締役会では、その実効性を毎年度終了後、定期的に評価しており、これを開示します。

①当期の取り組みについて

2019年度の取締役会では、前年度の評価結果を踏まえて、主に以下の取り組みを実行しました。

ア）社外役員に対する情報提供の充実

社外役員に対する情報提供機会の拡充として、当社製造・研究拠点視察の実施を継続しています。また、多岐にわたる当社の各事業部門の責任
者から社外役員に対して事業概要を紹介する機会を定期的に設けるとともに、当社の理解の一助となる社内外のイベントも案内しています。今後
も、社外役員への情報提供のさらなる拡充を推進していきます。

イ）投資家視点の充実・サステナビリティ推進にかかる情報提供や議論

IR・SR活動を通じた投資家とのコミュニケーションの内容や投資環境の動向について取締役会で担当役員又は担当部場から定期的に報告してい
ます。また、中期経営計画に基づくサステナビリティ推進の取組みについても適宜取締役会において報告しています。今後も投資家を含む幅広い
ステークホルダーの視点をタイムリーに取り込んで、取締役会での議論に活かしていきます。



②今後に向けての取り組みについて

今後も2019年度の取締役会の実効性評価の議論を踏まえ、上記の取り組みを継続・拡充していく考えです。また、取締役会での議論の充実を図
るべく、取締役会資料の改善、審議テーマの見直しなどに取り組んでいくとともに、取締役会の審議の在り方、取締役会メンバーのダイバーシ
ティー、取締役会の実効性評価の在り方について今後の課題として継続的に検討を進めていく考えです。

[補充原則４－１４－２]（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）

　当社は、取締役及び監査役それぞれのパフォーマンス向上を目的に、それぞれの役員に適したトレーニング施策を実施しております。

　社外取締役及び社外監査役には、当社グループについて一層の理解を深めて頂くことを目的に、工場・研究施設の見学や研究発表会等への参
加の機会を設けています。

　社内取締役には、就任までに新任取締役向けの研修に参加するなど、役員としての役割・責務や必要な知識、心構え等を学ぶ機会を提供して
います。また、毎年経営をテーマとする社内研修を行うとともに、有識者による講演会を適宜開催し、知識を更新する機会も設けております。

　監査役については、公益社団法人日本監査役協会等の主催する各種研修に適宜参加して、監査役の職務遂行に必要な知識や方法を習得する
とともに、実地監査及び取締役等のヒアリングの機会を通じて現場の状況把握にも努めています。

[原則５－１]（株主との建設的な対話に関する方針）

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するべく、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制整備・取組みに
関する方針を以下の通り定めています。

１．ＩＲ体制

当社は、株主・投資家との対話については社長が統括しますが、その円滑な実施を確保するためにＩＲ統括責任者を選任し、ＩＲを担当する専門組
織としてＩＲ室を設置しています。ＩＲ統括責任者は、経営戦略・経理・財務を管掌する執行役員が務め、ＩＲ室長が経営戦略室、経営管理部、財務
部その他関連部署と密接に連携しながら、これを補佐します。

２．情報開示と対話の方法

（１）適時適切な情報開示

当社は、法定開示はもとより、当社グループへの理解を深めるのに資する情報についても積極的に開示する方針を採っています。

そのため、ホームページをはじめとする媒体を通じて、業績、事業内容、経営方針等をタイムリーに分かりやすく情報発信することに努めます。

（２）対話の方法

機関投資家及び報道機関の皆様との随時のミーティングのほか、経営状況説明会、四半期毎の決算説明会を開催し、情報開示の公平性を極力
確保するため、これら説明会の説明資料、音声データ並びにQ&Aを含む議事録について、日本語及び英語で遅滞なくホームページで公開してい
ます。さらに、トピックとなる事業及び商品に関する説明会も適宜開催し、個人投資家の皆様には、全国各地で、様々な機会を捉えて個人投資家
向け説明会を実施しています。

３．社内へのフィードバック

　株主・投資家から頂いた意見や要望は、適宜、ＩＲ統括責任者より取締役会、経営会議等に報告し、その共有を図ることとしています。

４．インサイダー情報の管理と沈黙期間

　当社は情報開示規程、インサイダー取引管理規程を定め、情報開示は公平に行い特定の者に選別的な開示は行わないこと及びインサイダー情
報の守秘義務を明記し、これを遵守しています。

　とりわけ、決算情報については、その漏洩を防ぎ、情報開示の公平性を確保するため、原則として決算発表日前の約３週間を株主・投資家との
決算情報に対する問い合わせへの対応やコメント等の対話を控える「沈黙期間」として設定しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 126,811,800 9.14

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 74,765,200 5.39

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６３２ 66,861,394 4.82

日本生命保険相互会社 58,400,954 4.21

旭化成グループ従業員持株会 34,550,949 2.49

株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 31,794,400 2.29

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ　ＯＦ　ＮＯＲＷＡＹ 29,795,994 2.15

株式会社日本カストディ銀行（信託口５） 27,074,900 1.95

株式会社三井住友銀行 25,404,956 1.83

ＳＳＢＴＣ　ＣＬＩＥＮＴ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ 22,854,986 1.65

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部



決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

白石　真澄 学者 ○

立岡　恒良 その他 △

岡本　毅 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

白石　真澄 ○

当社グループでは、白石真澄氏が勤務す
る関西大学との間で主に研究開発委託に
関する取引があります。もっとも、主に科
学技術の研究開発をテーマとするもので、
取引額も５百万円以下と僅少なものであ
り、政策創造学部で教授を務める同氏の
独立性に影響するものではないことから、
同氏を独立役員に指定しました。

白石真澄氏を社外取締役とした理由は、大学
教授としての経済・社会に対する豊富な経験と
幅広い見識を生かし、社外取締役として当社グ
ループの重要事項の決定および経営執行の監
督に十分な役割を果たすことが期待できるため
です。



立岡　恒良 ○

当社グループでは、立岡恒良氏が過去に
勤務していた経済産業省との間で取引が
あります。もっとも、主に研究委託や助成
金等に関するもので、その取引額は当社
グループの連結売上高の0.1％以下と僅
少であり、また、同氏は同省を既に退官し
ており、同氏の独立性に影響するもので
はないことから、同氏を独立役員に指定し
ました。

立岡恒良氏を社外取締役とした理由は、産業・
経済政策における豊富な経験と幅広い見識を
生かし、社外取締役として当社グループの重要
事項の決定および経営執行の監督に十分な役
割を果たすことが期待できるためです。

岡本　毅 ○

当社グループでは、岡本毅氏が過去に業
務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社
との間で主に関東地方の工場へのガス供
給に関する取引があります。もっとも、当
該取引は裁量の余地の少ない定型取引
で、関東地方に主要工場の少ない当社グ
ループとしての取引額は当社グループの
連結売上高の0.1％以下かつ東京瓦斯株
式会社の連結売上高の0.1％以下と僅少
であり、また、同氏は2014年以降は業務
執行に関わっておらず、同氏の独立性に
影響するものではないことから、同氏を独
立役員に指定しました。

岡本毅氏を社外取締役とした理由は、経営者
としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、社
外取締役として当社グループの重要事項の決
定および経営執行の監督に十分な役割を果た
すことが期待できるためです。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

経営の透明性・客観性をより高めるために、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、当社にとって最適な
取締役会の構成・規模、取締役・監査役候補の指名方針、社外役員に関する独立性判断基準、取締役の報酬方針・報酬制度、取締役個々人の
業績評価に基づく報酬等の検討について社外取締役が積極的に参画し、助言を得ることとしています。

指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は、いずれも社外取締役３名と代表取締役２名で構成され、開催回数及び委員の出席状況は次のとおりで
す。

　指名諮問委員会：年間３回（2019年度）、全委員の出席率100％

　報酬諮問委員会：年間４回（2019年度）、全委員の出席率100％

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 7 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査部、監査役会、会計監査人の相互連携については、監査部、監査役会及び事業会社等の監査役が、定期的な連絡会等を通じて連携を強化
し、当社グループとしての法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性について確認しています。

また、監査役会は、会計監査人との間で監査計画の確認を行うとともに、四半期連結会計期間末および連結会計年度末に当社グループの監査
結果の報告を受けています。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

真壁　昭夫 学者 △ ○

伊藤　鉄男 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

真壁　昭夫 ○

真壁昭夫氏が過去に勤務していた現在の
株式会社みずほ銀行は当社グループの
主要な取引先であり、大株主です。もっと
も、同氏は2005年６月に同行を退職してい
ること、さらに、同行在職中より多くの大学
で教鞭を執る等その活動の中心を学究分
野に遷していることから、同氏の独立性に
影響するものではないと判断しておりま
す。また、当社グループでは、同氏が勤務
する法政大学との間で主に研究開発委託
に関する取引がありますが、主に科学技
術の研究開発をテーマとするもので、その
取引額も５百万円以下と僅少なものであ
り、政策創造研究科で教授を務める同氏
の独立性に影響するものではないことか
ら、同氏を独立役員に指定しました。

真壁昭夫氏を社外監査役とした理由は、大学
教授としての経済・金融に関する豊富な経験と
幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務
を適切に遂行いただけるものと期待できるため
です。

なお、同氏は、大学等で経済・金融を長年指
導・研究しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しています。

伊藤　鉄男 ○

当社グループでは、伊藤鉄男氏が所属す
る西村あさひ法律事務所との間で取引が
あります。もっとも、その取引額は当社グ
ループの連結売上高の0.1％以下と僅少
であり、当該取引は同氏とのものではなく
同事務所の他の弁護士との取引であり、
また、同氏の同事務所における立場は「オ
ブカウンセル」という顧問に類似したもの
で、当社との取引に関わるものではなく、
同氏の独立性に影響するものではないこ
とから、同氏を独立役員に指定しました。

伊藤鉄男氏を社外監査役とした理由は、検察
官及び弁護士としてのコンプライアンスに関す
る豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監
査役としての職務を適切に遂行いただけるもの
と期待できるためです。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名



その他独立役員に関する事項

当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の全員を独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

社外取締役を除く取締役の報酬は、固定の基礎報酬と変動の業績連動報酬および株式報酬とで構成されております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を事業報告及び有価証券報告書において開示しています。

（株主総会招集通知等）

　　https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/stock_information/meeting/

（有価証券報告書）

　　https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/library/financial_report/

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

　当社経営に対する監督の立場にある社外取締役の報酬については、特に短期的な業績変動によって左右されるべきものではなく、独立性の高
いポジションを確保するために、固定額の基礎報酬のみで構成し、水準は外部専門機関の調査データ等を勘案して決定する。

　一方、業務執行取締役の報酬については、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐づいたインセンティブの付与が必要であるため、生活基盤と
なる固定額の基礎報酬に加えて、業績連動報酬及び非金銭報酬としての株式報酬を組み合わせた報酬体系とし、経営戦略や経営課題に応じ
て、外部専門機関の調査データ等から得た水準を考慮しながら、報酬額の支給水準や報酬の種類別の支給割合を調整することにより、その役割
に応じた適切な水準とする。

　なお、取締役報酬のあり方・制度設計が最適なものであるようにするため、取締役会及び報酬諮問委員会にて定期的に審議し、継続的にその妥
当性を確認のうえ、改善を行うものとする。

２.報酬付与の時期または条件の決定に関する方針

　それぞれの種類の報酬の目的に照らし、基礎報酬は生活基盤としての性格から月次、業績連動報酬は恒常的インセンティブとしての性格から
月次で支給するものとし、株式報酬は中長期的な株主視点の共有としての性格から取締役かつ当社グループの役員の退任時に当社株式を対象
取締役に交付する。

３.基礎報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基礎報酬は、職位、職責に応じて、他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

４．業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

　業務執行取締役の報酬の一部を構成する業績連動報酬については、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐づいたインセンティブの付与の観
点から、資産効率を含む財務目標の達成度とサステナビリティの推進を含む個人ごとの目標達成度を含む非財務目標の達成度の両面を組み合
わせる。

　業績連動報酬は、グループ連結の売上高、営業利益、ROA等の財務指標の達成度とともに、サステナビリティの推進を含む個別に設定する目
標の達成度を踏まえた総合的な判断を踏まえて算出する。基準とする財務指標は、事業成果に基づく客観的かつ明確な評価に適しているととも
に、資産効率の向上の意識付けの観点から選択する。

　個人別の業績連動報酬額を算出するまでに要する計算式の概要等は以下のとおりとする。



　　[個人別の業績連動報酬額を算出するまでに要する計算式]

　 　　 評価によって算出した指数（※）　×　職位別の基準額　＝　個人別の業績連動報酬額

　 　　※財務指標の達成度と非財務目標の達成度を総合考慮した係数

　また、業務執行取締役の報酬の一部として、非金銭報酬である株式報酬を付与する。当社においては、株価上昇によるメリットを享受するのみ
ならず株価下落リスクをも負担し、株主視点を共有するべく、2017年6月28日開催の第126期定時株主総会決議に基づき、株式報酬制度を導入し
ているが、これは当社が設定した信託が当社株式を取得し、対象となる取締役に対して当社株式を交付する株式交付信託である。具体的には、
取締役会で定めた株式交付規程に基づき、対象取締役に対して職位等に応じてポイントを付与し（１事業年度当たり100,000ポイントを上限とす
る。）、付与を受けたポイント数に応じて、取締役かつ当社グループの役員の退任時に、当社株式を対象取締役に交付するものである（交付される
株式の数は、付与されたポイント数に１を乗じた数）。

５．業務執行取締役の基礎報酬、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の個人別報酬額に対する割合の決定に関する方針

　各業務執行取締役の基礎報酬、業績連動報酬及び株式報酬の個人別報酬額の構成割合については、外部専門機関の調査データ等から得た
水準を考慮しながら、経営戦略や経営課題に応じた適切な動機付けとなるよう設定する。

　各業務執行取締役の基礎報酬：業績連動報酬：株式報酬の構成割合をおよそ６：３：１とし、このうち業績連動報酬は、職位別に定めた基準額に
対して、評価によって０～200％となるように設計する。ただし、取締役会及び報酬諮問委員会にてその妥当性を定期的に審議し、継続的にその妥
当性を確認のうえ、改善を行うものとする。

　

６.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

　各取締役の個人別の報酬額のうち、業績連動報酬については、取締役会決議に基づき報酬諮問委員会にその具体的内容の決定を委任するも
のとし、その権限の内容は、報酬諮問委員会が、各業務執行取締役の業績連動報酬について、取締役社長から提案された個人別の目標達成度
の評価の合理性・適正性を確認し、これを取締役会で決定された計算式の枠組みに投入して個人別の業績連動報酬の金額を決定することとす
る。

　当該権限が適切に行使されることを確保するため、報酬諮問委員会は社外取締役を過半数の委員として構成することとし、取締役会に対して定
期的に上記確認及び決定のプロセスを報告する。

　各取締役の個人別報酬額のうち、基礎報酬及び株式報酬の決定にあたっては、取締役会は報酬諮問委員会に審議を求め、報酬諮問委員会の
審議結果を十分に斟酌したうえで、取締役会にて決定することとする。

　なお、職位毎の固定額の基礎報酬は、取締役会でその金額を決定のうえ支給するものとし、株式報酬については、取締役会で決定された株式
交付規程に基づいて各取締役にポイントを付与し、所定の条件成就時に当該取締役に当社株式を交付する方法で支給するものとする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役には、当社グループについて一層の理解を深めて頂くことを目的に、工場・研究施設の見学や研究発表会等への
参加の機会を設けています。また、毎月の取締役会の議案について、資料の早期配布、可能な限り社外取締役及び社外監査役への事前説明を
実施しております。また、監査役会の機能充実及び常勤監査役と社外監査役との円滑な連携・サポートを図るため、専従スタッフによる監査役室
を設置しています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

伊藤　一郎 名誉会長
当社グループの企業価値向上に
向けた社内外活動および顧客対
応に従事（経営非関与）

常勤、報酬有 2018/6/27 有

浅野　敏雄 常任相談役
業界団体や財界活動、他の企業
の社外役員など社外活動に従事
（経営非関与）

常勤、報酬有 2016/3/31 有

藤原　健嗣 特別顧問
業界団体や財界活動、他の企業
の社外役員など社外活動に従事
（経営非関与）

非常勤、報酬有 2014/3/31 有

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 3 名

その他の事項

・当社は、当社の取締役、監査役および執行役員などの役員経験者が退任後に取締役会の承認を受けて一定期間就任する相談役・顧問制度を
導入しています。

・相談役や顧問等は、経済団体活動、業界団体活動等の社外活動に従事して、当社の社会貢献活動に寄与しております。また、相談役や顧問等
は当社取締役会や経営会議その他の会議に出席することはなく、当社経営には全く関与しておりません。

なお、相談役や顧問等にはそれぞれ制度上一定の報酬を支払っています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．監督および監査

（１）取締役会は、取締役９名中３名（３分の１）を独立性を有する社外取締役で構成し、法令・定款に従い取締役会の決議事項とすることが定めら
れている事項ならびに当社および当社グループに関する重要事項を決定し、取締役および執行役員の業務執行を監督しています。

（２）取締役会の下には、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置し、当社にとって最適な取締役会の構成・
規模、取締役・監査役候補の指名方針、社外役員に関する独立性判断基準、取締役の報酬方針・報酬制度、取締役個々人の業績評価に基づく



報酬等の検討について社外取締役より助言を得ることとしています。

（３）監査役会は、監査役５名中３名（過半数）を独立性を有する社外監査役で構成し【※2021年1月13日に社外監査役１名が逝去により退任したた
め「３名（過半数）」から「２名（半数）」に提出日時点において変更があります】、各監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出
席、業務状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。監査役会の機能充実および常勤監査役と社外監査役との円滑な連
携・サポートを図るため、専任スタッフによる監査役室を設置しています。

（４）会社法および金融商品取引法に基づく会計監査については、PwCあらた有限責任監査法人が監査を実施しています。

（５）監査部を設置し、監査計画に基づき内部監査を実施しています。グループスタッフ部門のそれぞれが行う内部監査の結果についても、監査部
に情報が一元化され、内部監査の結果は取締役会に報告されています。

２．業務執行

（１）業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の
役割を明確にしています。

（２）グループ決裁権限規程において、経営計画に関する事項、投融資に関する事項、資金調達・資金管理に関する事項、組織および規程に関す
る事項、研究開発および生産技術に関する事項等についてきめ細かな決裁基準を設けて、取締役会から経営会議、事業本部・事業会社に対して
権限委譲しています。

３．リスク管理・コンプライアンス等

（１）リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループにおけるリスク管理とコンプライアンスに関する方針決定・審議を行っています。

（２）レスポンシブル・ケア委員会を設置し、環境保全、品質保証、保安防災、労働安全衛生および健康にかかわる事故の発生の未然防止および
再発防止策について審議を行っています。

４．取締役会の活動状況

当事業年度における取締役会の活動状況は次のとおりです。

（開催回数）　16回

（平均所要時間）　１回あたり約２時間半

（主な検討事項）　2019年度は、2018年度に比較して、組織・人事に関する案件数が減少しています。

（出席状況）　取締役及び監査役の平均出席率は98.2％でした。

５．監査の状況

内部監査、監査役監査及び会計監査の状況としては、次のとおりです。

（内部監査）

業務執行に関わる内部監査については、社長直轄の組織として監査部(18名、2020年３月31日現在)を設置しており、当社内部監査基本規程に基
づき年次監査計画を立案し当社社長の承認を得たうえで、当社グループの監査を実施しています。

（監査役監査）

監査役監査については、各監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行
の監査を行っています。なお、監査役会の機能充実のため監査役室を設置しています。

（会計監査）

会計監査については、当社と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しているＰｗＣあらた有限責任監査法人が、監査を実
施しています。

2019年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。

　　指定有限責任社員業務執行社員：木村浩一郎

　　指定有限責任社員業務執行社員：天野祐一郎

　　指定有限責任社員業務執行社員：五代英紀

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士16人、その他36人であり、監査法人の監査計画に基づき決定されています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社の機関設計の体制の下で、社外取締役を過半数の委員とする任意の委員会を置き、役員人事及び役員報酬に関す
る助言を得ることにより、柔軟な運営のもと客観的で透明性の高い経営への監督を行なうとともに、社内外の豊富な経験と幅広い見識を有する取
締役で構成される取締役会が重要な経営上の意思決定について関与することで経営への監督の実効性を確保しています。また、社内事情に明
るい常勤監査役と高い専門性をもった社外監査役で構成される監査役体制等により、経営の適法性・適正性を確保しています。当該体制によっ
て、機動的・柔軟な経営判断、実効的な経営監督、適法・適正な経営を適切にバランスさせることで、当社のコーポレート・ガバナンスの最適化が
図られていると考えています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の原則として3週間以上前に発送しています。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であると認識し、株主総会の開催日がい
わゆる集中日にならないよう設定します。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットを通じての議決権の行使が可能となっています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJの議決権行使プラットフォームに参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供 ホームページへの招集通知の掲載（和英）を行っています。

その他
株主総会招集通知の発送に先立って、当社ホームページに招集通知の電子データを掲
載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載していま

す。

https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/disclosure/

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向けに、年数回、ＩＲ責任者による会社説明会を実施してい

ます。
なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに、年4回の決算説明会と、年1回の経営説

明会を開催しています。
あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 欧州、米国及びアジアの投資家への個別訪問を実施しています。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページの投資家情報サイトに各種ＩＲ資料を掲載しています。

https://www.asahi-kasei.com/jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署として「ＩＲ室」を設置しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループでは、グループで働くすべての従業員が持つべき共通価値観としてグループ
バリューを定めています。その中でお客様や地域社会、投資家、従業員等のすべてのス
テークホルダーに対して常に「誠実」であることを求め、ステークホルダーの立場の尊重を
図っています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループの環境保全活動については企業倫理に関する方針及びレスポンシブル・ケ
ア方針を定め、「地球環境を保全していくために、企業としての責任を強く自覚し、製品の
開発・製造・使用・廃棄後の処理を含め、環境・安全・健康に配慮した経営を実施する」こと
を掲げています。また、CSR活動については「コンプライアンスの徹底」「レスポンシブル・ケ
アの推進」「社会との共生」「社員の個の尊重」を重点活動と捉えて事業活動を行うととも
に、事業活動を通じてステークホルダーに貢献することで企業の社会的責任を果たすこと
に努めています。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等については、「情報開示に関する基本方
針」及び「情報開示規程」を定めており、お客様、お取引先、株主・投資家、従業員、地域社
会等のステークホルダーをはじめとして、広く社会全体に、企業情報を公正、公平、正確
に、かつ可能な限り速やかに情報開示することに努めています。また、コミュニケーション
活動に関しては、ステークホルダーや広く社会との双方向のコミュニケーションに努めるこ
とで、信頼関係を築きながら、当社グループに対する理解を促進し、ブランド力と企業価値
の向上を目指します。

その他

当社グループは、人財理念に「多様性の尊重」を掲げ、すべての従業員がいきいきと活躍
できる会社でありたいと考えています。

女性の活躍推進に関しては1993年にEO推進室(現ダイバーシティ推進室)を設置し、両立
支援制度の充実を図るとともに、

計画的な育成と公平な評価により女性社員のキャリアアップを支援してまいりました。

具体的には、女性管理職の人数を2020年度末までに2014年度末の2倍とすることを目標と
しています。

また、今後は、女性はもちろんのこと、育児や介護のために働き方に制約のある人、病気
の治療をしながら働く人、

様々な異なるバックグラウンドの人など、多様な人財がその個性を生かして活躍できる会
社であるために、働き方や制度の見直し・拡充を進めていきます。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、会社法第３６２条及び会社法施行規則第１００条に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備について次のと
おり決定しています。

（取締役の職務執行のコンプライアンス体制）

１．取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行の監督を行う。

２．前項の目的のため、取締役会は原則として月１回以上開催する。

３．第１項の目的のため、取締役会規程では、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定める。

４．当社は監査役会設置会社であり、取締役は、監査役会が定めた監査方針のもとで

行われる監査役の取締役会への出席、業務執行状況の調査などを通じた適法性および妥当性の観点からの職務執行の監査を受ける。

（情報の伝達報告および保存管理の体制）

１．グループ経営上の重要な事項の決裁について、定款、取締役会規程およびグループ決裁権限規程等において、取締役会、経営会議等を含む
決定権限者を明確に定め、これに基づき適切に意思決定を行う。

２．グループ経営上の重要な情報の報告についても、定款、取締役会規程およびグループ決裁権限規程等において、取締役会、経営会議等を含
む報告先と報告事項を明確に定め、これに基づき適切に情報伝達を行う。

３．当社社長は、事業本部長、事業会社社長等から業務執行状況や重要な経営課題などについての報告、事業会社監査役等による監査結果の
報告を求め、グループ経営上の重要な情報の把握に努める。

４．上記に従ってなされる意思決定および情報伝達について、必要に応じて議事録の作成・保管に関するルールを定め、これに基づき適切に情報
の保存管理を行う。

（効率性の確保の体制）

１．当社グループは多様な事業を営むため、

事業領域を定め、それぞれの事業の性質に応じて迅速かつ柔軟な意思決定ができる仕組みを確保する。

２．当社は、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執
行役員の役割を明確に区分する。

３．業務執行に係る適切な権限委譲を図り、経営判断の迅速化を図る。

４．業績管理に資する計数データについては、適時・適切に取締役および執行役員等に提供する。

（リスク管理体制）

１．当社は、グループ全体のリスク管理とコンプライアンスの推進を一元的に管理・運営するための基本方針を定め、これらを所掌する組織を置く
とともに、リスクが顕在化した際に迅速かつ適正な対応が図れる体制を構築する。

２．環境、品質、労働安全衛生、災害などに関するリスクに対しては、それぞれの所管部場において規程の制定、教育・啓発を実施するとともに、
監査等を通じてその対策状況を確認し、必要に応じて改善する。

３．当社は、財務報告に係る内部統制に関する体制および手続きを明確にし、これを統括する組織を置くことで、その実効性を確保する。

（当社グループのコンプライアンス体制）

１．当社は、企業の社会的責任を果たすため、当社社長が直轄する各委員会を設置し、当社グループ全体のＣＳＲを推進する体制を採る。

２．当社は、コンプライアンスに関する行動基準として旭化成グループ行動規範を定め、これを当社グループ全体に適用する。さらに、これを当社
および当社グループの役員および従業員に周知させるための取組みを積極的に実施する。

３．当社は、グループ全体のリスク管理とコンプライアンス体制の強化を図るために、リスク管理・コンプライアンス担当の執行役員を任命するとと
もに、当社グループ全体のコンプライアンスに関する遵守状況とリスク対策の進捗状況をモニタリングする体制を採る。

４．当社は、コンプライアンスホットライン（内部通報制度）を導入し、グループに働く全ての人およびサプライヤーが利用できる仕組みを設ける。

５．内部監査部門の役割も担う監査部が、当社グループの全部場における業務執行が法令・定款に適合しているか否かの監査を実施する。

（監査役支援の体制）

１．当社は、監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置する。

２．監査役室所属の使用人に対する日常の指揮命令権は監査役に置き、取締役からは指揮命令を受けないものとする。

３．監査役室所属の使用人の異動、人事考課などについては、監査役の事前承認を得なければならない。

４．監査役室所属の使用人は専任制とする。

５．監査役室所属の使用人には、監査役による監査を実効的に行うために、必要な人数を確保するとともに、必要な専門能力および豊富な業務
経験を有する人員を置く。

（監査役への報告の体制）

１．監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社の取締役、執行役員および使用人、当社グループ各社の取締役、
執行役員および使用人ならびに監査役に報告を求めることができるものとする。

２．取締役、執行役員および使用人ならびにグループ各社の取締役、執行役員および使用人ならびに監査役は、監査役からの報告の求めのある
場合に限らず、コンプライアンスに関する事項を含むグループ経営上の重要な情報をすみやかに監査役に報告する。

３．監査役への報告をした者（ホットライン通報者を含む）は、当該報告をしたことを理由として一切の不利な取扱いを受けないものとする。

（監査にかかる費用負担の方針）

１．当社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

２．当社は、監査役の職務執行について生ずる費用等について、一定額の予算を設ける。

（その他監査役監査の実効性確保の体制）

１．監査役と社外取締役、会計監査人、内部監査部門それぞれとの間で定期的なミーティングの機会を設け、監査役が当社グループのコンプライ
アンスおよび経営状況を把握し、情報共有できるよう努める。

２．当社の監査役と事業会社監査役間の意見交換を促進し、グループ監査体制の実効性を高める。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力と断固として闘い、いかなる利益供与、取引その他の関係を持たない。また、対応統括部署である総務部を中心として、警
察を含む外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、グループ内での周知・注意喚起を図る。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞

1．適時開示に関する基本姿勢

当社グループでは、「情報開示に関する基本方針」及び「情報開示規程」において、お客様、お取引先、株主・投資家、従業員、地域社会等のス
テークホルダーをはじめとして、広く社会全体に、企業情報を公正・公平・正確に、かつ可能な限り速やかに情報開示することに努めることを原則と
しています。

2．適時開示に係る社内体制の状況

（1）当社グループでは、適時開示等の情報開示については、当社及び子会社等を適用対象とする「情報開示に関する基本方針」並び

　　に「情報開示規程」を定め、「適時公開（機関決定・事実発生後すみやかに公表する）」を基本原則としています。

（2）「情報開示に関する基本方針」及び「情報開示規程」の目的を達成するために、当社グループでは情報開示委員会を設置して　

　　います。

（3）当社グループでは、「適時開示規程」に基づく情報取扱責任者は広報部長とし、情報開示の役割と責任を担う広報部およびＩＲ室を

　　情報開示主管部場としています。情報開示主管部場は、情報開示委員会に適時適切な会社情報の開示状況についての報告をし　

　　ます。

（4）当社グループの「情報開示規程」に定める重要会社情報が発生した場合、情報開示主管部場である広報部は、情報所管　

　　部場から重要会社情報を集約するとともに、適切な情報の管理を行います。

（5）情報開示については、広報部にて、開示内容・時期・方法等を決定し、証券取引所等への登録・公表も行います。決定事実

　　及び決算情報については、取締役会承認後遅滞なく適時開示を行います。

（6）適時開示管理体制の監査は、適時開示関連部門および監査部ならびに監査役により行われます。




